
２

（2）

③

事業名称 担当課
事業年

度
２１年度実績 ２０年度実績 １９年度実績 １8年度実績 １７年度実績

◎ 展開する事業群(2-2-3)

障害児施策等の充実

子どもの人権擁護の推進

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境
づくり

施策目標

基本目標

障害
福祉

○児童補装具給付事業
（補装具の給付）

障害
福祉

Ｈ17～
21

京田辺市障
害者基本計
画の推進

○障害児居宅介護
（障害のある児童の在宅
生活を支援するため、身
体介護・家事援助・移動介
護に対する支援費を支
給）

基本施策分野

○児童日常生活用具給付
事業

障害
福祉

事業内容（細事業）

障害児及びその家族の生活を援
護した。自立支援法により、１０月
からは、短期間、施設で介護等を
行う宿泊のみ。（日中分は、地域
生活支援事業で対応） （４～９
月）１９人、（１０～３月）４人に支
給。

障害者自立支援法に基づき、補
装具の支給事業を行った。購入１
４件、修理８件。

障害者自立支援法に基づき、補
装具の支給事業を行った。購入２
４件、修理１９件。

○障害児短期入所
（障害のある児童及びその
家族の生活を援護し、福
祉の向上を図ることを目的
として、支援費を支給）

障害
福祉

障害児及びその家族の生活を援
護した。障害者自立支援法によ
り、４人に支給。

補装具の給付事業として、交付 ５
６件（４～９月）、修理 １３件（４～９
月）の給付を行った。１０月から、
自立支援法が施行され、購入 １３
件（１０～３月）、修理 ３件（１０～３
月）の給付を行った。

障害者自立支援法に基づき、補
装具の支給事業を行った。購入１
５件、修理１１件。

障害のある児童及びその家族の
生活を援護し、福祉の向上を図る
ことを目的として支援費を支給し
た。 ２１人に支給。

Ｈ17～
21

障害者自立支援法により、障害児
の在宅生活を支援するために、介
護給付の支給及び地域生活支援
事業による支援を行う。
介護給付の支給による居宅介護
利用者数９名、年間利用時間数２
９８８．５時間。行動援護利用者数
１１名、年間利用時間数２２７５．５
時間。

障害者自立支援法により、障害児
の在宅生活を支援するために、介
護給付の支給及び地域生活支援
事業による支援を行う。
介護給付の支給による居宅介護
利用者数６名、年間利用時間数１
３５９時間。行動援護利用者数６
名、年間利用時間数６４２時間。

障害者自立支援法により、障害児
の在宅生活を支援するために、介
護給付の支給及び地域生活支援
事業による支援を行う。
介護給付の支給による居宅介護
利用者数３名、年間利用時間数８
６３．５時間。行動援護利用者数５
名、年間利用時間数７５１時間。
地域生活支援事業による移動支
援事業利用者数３６人、年間利用
時間数９２００時間。日中一時支援
事業利用者数１７人、年間利用時
間数２０７５時間。

自立支援法により、障害児の在宅
生活を支援するため、介護給付の
支給、地域生活支援事業による支
援を行う。・居宅介護 ２人、８８時
間 ・行動援護 ５人、３７２．５時間
・移動支援 （４～９月）２９人、２，１
９６時間 （１０～３月）３２人、３，４１
３時間 ・地域生活支援事業 （日
中一時支援）（１０～３月）２３人、
１，９００時間 ・地域活動支援セン
ター事業（１０～３月） ０人

障害のある児童の在宅生活を支
援するため、身体介護・家事援
助・移動介護に対する支援費を支
給した。 ・身体介護 ３人 ６７８．
５時間 ・家事援助 ０人 ・移動介
護 ２２人 ３，８３０．０時間

Ｈ17～
21

障害児及びその家族の生活を援
護した。障害者自立支援法によ
り、１６人に支給。

障害児及びその家族の生活を援
護した。障害者自立支援法によ
り、１４人に支給。

障害者自立支援法に基づき、在
宅の重度障害者等に対して、日常
生活用具の給付事業を行った。５
９件。

障害者自立支援法に基づき、在
宅の重度障害者等に対して、日常
生活用具の給付事業を行った。１
８件。

Ｈ17～
21

障害者自立支援法に基づき、在
宅の重度障害者等に対して、日常
生活用具の給付事業を行った。８
０件。

補装具の給付事業として、交付 １
１６件 修理 ６８件 給付を行っ
た。

日常生活用具の給付事業として、
５件（４～９月）の給付を行った。１
０月から、自立支援法が施行さ
れ、１７件（１０～３月）の給付を
行った。

日常生活用具の給付事業として、
１０件の給付を行った。



こども
福祉

Ｈ17～
21

延べ参加者数（保護者を含む）
1,006人

延べ参加者数（保護者を含む）
956人

延べ参加者数（保護者を含む）
1,150人

延べ参加者数（保護者を含む）
1,014人

延べ参加者数（保護者を含む）
１，１０２人

○養護学校の進路相談
障害
福祉

Ｈ17～
21

各関係機関との連絡調整を行い、
養護学校卒業見込み者の就労支
援を行った。８人に支援。

各関係機関との連絡調整を行い、
養護学校卒業見込み者の就労支
援を行った。7人に支援。

各関係機関との連絡調整を行い、
養護学校卒業見込み者の就労支
援を行った。４人に支援。

各関係機関との連絡調整を行い、
養護学校卒業見込み者の就労支
援を行った。９人に支援。

各関係機関との連絡調整を行い、
養護学校卒業見込み者の就労支
援を行った。 ・７人に支援。

障害児保
育・教育等
の推進

○障害児保育の実施
（保育所での保育に欠ける
障害のある児童の受入れ）

こども
福祉

Ｈ17～
21

○サマースクール事業へ
の支援

障害
福祉

Ｈ17～
21

○特別支援教育の推進
学校
教育

Ｈ17～
21

延べ利用者数（保護者を含む）
２，２３８人 申請児童数 ４１人

６園 ３4人 ６園 ２５人 ６園 １８人 ４園 ２０人

学校の夏休み期間を利用して行
われる社会福祉協議会の事業に
対し人的支援を行った。１０日実
施。参加者５４０人（うち対象者１６
４人、ボランティア１２８人など）

４園 １７人

○親子教室の実施
（田辺児童館）

○療育教室の実施（心身
障害児通園事業）

（田辺児童館）

こども
福祉

Ｈ17～
21

延べ利用者数（保護者を含む）
2,042人 申請児童数 30人

延べ利用者数（保護者を含む）
２，５８４人 申請児童数 人

延べ利用者数（保護者を含む）
2,890人 申請児童数 38人

延べ利用者数（保護者を含む）
2,286人 申請児童数 37人

学校の夏休み期間を利用して行
われる社会福祉協議会の事業に
対し人的な支援等を行った。10日
実施。総参加者３８４人（うち対象
者総数293人、ボランティア等総数
91人）

保・幼・小・中学校と特別支援学校
及び関係機関との連携を密にし、
障害のある幼児、児童及び生徒の
発達状況等を的確に把握し、個に
応じた適切な就・修学指導と進路
指導の充実に努めた。補助金額１
９８千円

保・幼・小・中学校と特別支援学校
及び関係機関との連携を密にし、
障害のある幼児、児童及び生徒の
発達状況等を的確に把握し、個に
応じた適切な就・修学指導と進路
指導の充実に努めた。補助金額２
０９千円

保・幼・小・中学校と障害児教育諸
学校及び関係機関との連携を密
にし、障害児の状態、発達段階、
特性などを乳幼児段階から的確に
把握し、個に応じた適切な就・修
学指導と進路指導の充実に努め
た。補助金額２０９千円

学校の夏休み期間を利用して行
われる社会福祉協議会の事業に
対し人的な支援等を行った。９日
実施。総参加者５０６人（うち対象
者総数１５５人、ボランティア等総
数１４２人）

学校の夏休み期間を利用して行
われる社会福祉協議会の事業に
対し人的な支援等を行った。１０日
実施。参加者６１１人（うち対象者１
６６人、ボランティア１７５人など）

学校の夏休み期間を利用して行
われる社会福祉協議会の事業に
対し人的な支援等を行った。１０日
実施。参加者６３０人（うち対象者１
９４人、ボランティア１６９人など）

保・幼・小・中学校と障害児教育諸
学校及び関係機関との連携を密
にし、障害児の状態、発達段階、
特性などを乳幼児段階から的確に
把握し、個に応じた適切な就・修
学指導と進路指導の充実に努め
た。 補助額 ２２０千円

○就学指導委員会活動の
充実

学校
教育

Ｈ17～
21

保・幼・小・中学校と特別支援学校
及び関係機関との連携を密にし、
障害のある幼児、児童及び生徒の
発達状況等を的確に把握し、個に
応じた適切な就・修学指導と進路
指導の充実に努めた。補助金額１
７３千円

京田辺市特別支援担当者会議を
年２回開催し、研修及び情報交換
をしている。また、市独自の巡回相
談員を任命し、要望のある幼・小・
中学校へ相談のための巡回をし
ている。１７年度から幼・小・中の連
携をしている。補助金額３６千円

京田辺市特別支援担当者会議を
年２回開催し、研修及び情報交換
をしている。また、市独自の巡回相
談員を任命し、要望のある幼・小・
中学校へ相談のための巡回をし
ている。 １７年度から幼・
小・中の連携をしている。補助金
額３８千円

京田辺市特別支援担当者会議を
年２回開催し、研修及び情報交換
をしている。また、市独自の巡回相
談員を任命し、要望のある幼・小・
中学校へ相談のための巡回をし
ている。 １７年度ｊから幼・
小・中の連携をしている。補助金
額３８千円

京田辺市特別支援担当者会議を
年２回開催し、研修及び情報交換
をしている。 また、市独自の巡
回相談員を任命し、要望のある
幼・小・中学校へ相談のための巡
回をしている。１７年度から幼・小・
中の連携をしている。

京田辺市特別支援担当者会議を
年２回開催し、研修及び情報交換
をしている。また、市独自の巡回相
談員を任命し、要望のある幼・小・
中学校へ相談のための巡回をし
ている。１７年度から幼・小・中の連
携をしている。補助金額３６千円



こども
福祉

Ｈ17～
21

受給者数 90人 受給者数 ８０人 受給者数 83人 受給者数 ７９人 受給者数 ７６人

こども
福祉

Ｈ17～
21

受給者数 108人 児童数114
人 支給総額 3,116千円

受給者数 １０４人 児童数１０９
人 支給総額 ３，０４１千円

受給者数 98人 児童数103人
支給総額 2,681千円

受給者数 86人 児童数 92人
支給総額 2,448,000円

受給者数 ８０人 児童数 ８６人
支給総額 ２，０８８，０００円

発達相談の
実施

こども
福祉

Ｈ17～
21

（再掲1-（1）-①） （再掲1-（1）-①） （再掲1-（1）-①） （再掲1-（1）-①） （再掲1-（1）-①）

障害
福祉

Ｈ17～
21

在宅の重度障害児・者の負担軽
減を図るため、福祉手当の給付を
行った。４４人（児童）に支給。

在宅の重度障害児・者の負担軽
減を図るため、福祉手当の給付を
行った。３２人に支給。

各種手当等
の支給によ
る支援

○特別児童扶養手当
（国制度）

○市心身障害児童特別手
当

○特別障害者手当等給付
事業
（障害児福祉手当の支給）

○障害児（者）施設入所保
護者負担金の支給
（心身に障害のある児童の
施設入所に対し、保護者
の負担金を一部助成）

○各種援助・補助金による
保護者負担の軽減

・特殊教育就学奨励費
（再掲2-（1）-⑦）

（再掲2-（1）-⑦） （再掲2-（1）-⑦） （再掲2-（1）-⑦） （再掲2-（1）-⑦）

障害
福祉

Ｈ17～
21

事業終了 事業終了

学校
教育

Ｈ17～
21

（再掲2-（1）-⑦）

在宅の重度障害児・者の負担軽
減を図るため、福祉手当の給付を
行った。３4人に支給。

在宅の重度障害児・者の負担軽
減を図るため、福祉手当の給付を
行った。３３人に支給。

在宅の重度障害児・者の負担軽
減を図るため、福祉手当の給付を
行った。 ・２９人に支給。

心身障害児・者の施設入所に対
し、保護者の負担金を一部助成す
ることで、負担の軽減を図ってい
る。平成１８年９月末で、事業終
了。前期のみ ９人に助成。

心身障害児・者の施設入所に対
し、保護者の負担金を一部助成す
ることで、負担の軽減を図ってい
る。・前期 １６人 ・後期 １５人に
助成を行った。

事業終了

学校施設の
バリアフリー
化

○小・中学校への障害の
ある児童の受け入れに当
たり、施設のバリアフリー
化を図るため、エレベー
ターを設置

教育
総務

Ｈ17～
21

田辺中学校について、身体障害
のある生徒が仮設校舎棟と管理棟
の移動がしやすいように渡り廊下
（2階部分）を設置した。

エレベータの設置はしていません
田辺東小学校北校舎に身体障害
者用トイレを設置。

田辺中学校エレベーター新設
中学校に在籍する肢体不自由

児の動線を
確保するために、身障者用エレ

ベーターを
設置した。

田辺小のバリアフリー化及びエレ
ベーターの新設 ・小学校に在籍
する肢体不自由児の動線を確保
するために、渡り廊下の改修及び
屋内スロープを設置するとともに、
身障者用のエレベーターを設置し
た。

（再掲1-（3）-②）申込者全員（５
人）受入れ

（再掲1-（3）-②）申込者全員（８
人）受入れ

（再掲1-（3）-②）申込者全員（８
人）受入れ

○各種発達相談の実施
（再掲1-（1）-①）

放課後児童
対策の推進

○留守家庭児童会での障
害のある児童の受入れ
（再掲1-（3）-②）

社会
教育

Ｈ17～
21

（再掲1-（3）-②）申込者全員（３
人）受入れ

（再掲1-（3）-②）申込者全員（ ５
人 ）受け入れ


